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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上の電極板と、前記電極板の間に介在する分離膜とを含む電極アセンブリであっ
て、
　前記電極板は、電極活物質を含む電極合剤が集電体の一面または両面に塗布されている
電極本体と、前記電極本体の一辺から外向き延長されており、集電体に電極合剤が塗布さ
れていない１つ以上の電極タブとを含んでおり；
　前記電極タブが外向き延長されている電極本体の一辺には、電極タブの両側下端から、
電極タブの外向き延長方向の反対方向に導入された湾入部がそれぞれ形成されており；
　前記電極板の電極タブは、電極リードに結合されている電極アセンブリが電解液の含浸
された状態で電池ケースに内蔵されており、正極リードおよび負極リードの一側端部部位
が前記電池ケースの外部に突出しており、
　前記電池ケースは、前記電極アセンブリを収納する凹状の収納部と、前記収納部の外周
面に形成され、前記電池ケースの密封性を担保するシーリング部と、を含んでおり、前記
シーリング部の下端は、前記電極タブと前記電極リードとの溶接部の上端部に接しており
、
　前記電池ケースの前記収納部の上辺は、前記電極タブと前記電極リードとの前記溶接部
の下端部に接している二次電池。
【請求項２】
　前記電極板は、正極板および負極板からなり、負極板の面積は、正極板の面積より相対
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的に大きいことを特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項３】
　前記負極板に形成されている湾入部の面積は、正極板に形成されている湾入部の面積よ
り相対的に大きいことを特徴とする請求項２に記載の二次電池。
【請求項４】
　前記正極板に形成されている湾入部と負極板に形成されている湾入部は、互いに対応す
る形状を有していることを特徴とする請求項２に記載の二次電池。
【請求項５】
　前記湾入部は、それぞれ平面上に多角形、半円形、半楕円形、または少なくとも１つの
変異曲線からなる多角形のいずれか１つであることを特徴とする請求項１に記載の二次電
池。
【請求項６】
　前記湾入部の外周辺は、それぞれ平面上半円形の曲線部と、前記曲線部の半円から延び
た１つまたは２つの直線部とからなることを特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項７】
　前記曲線部の半径は、１ｍｍ～６ｍｍの範囲であることを特徴とする請求項６に記載の
二次電池。
【請求項８】
　前記直線部の長さは、それぞれ０ｍｍ～５ｍｍの範囲以内であることを特徴とする請求
項６に記載の二次電池。
【請求項９】
　前記湾入部は、それぞれ１０．０ｍｍ２～４０．０ｍｍ２の範囲以内の面積を有してい
ることを特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項１０】
　前記湾入部は、電極タブを基準にそれぞれ相互対称または非対称形状をなしていること
を特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項１１】
　前記電極タブの長さは、２．０ｍｍ～１０．０ｍｍの範囲以内であることを特徴とする
請求項１に記載の二次電池。
【請求項１２】
　前記電極アセンブリは、スタック型、またはスタック／フォールディング型、またはラ
ミネーション／スタック型の電極アセンブリであることを特徴とする請求項１に記載の二
次電池。
【請求項１３】
　正極タブと正極リードとの結合部位および負極タブと負極リードとの結合部位には、そ
れぞれ溶接部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項１４】
　前記正極リードおよび負極リードは、それぞれ１つの正極板および負極板と同一平面上
に位置しており、
　正極リードおよび負極リードと同一平面上に位置した正極板および負極板から遠くなる
ほど、両側湾入部の最内側を連結した仮想線の部位は、漸進的に増加する角度に折曲げら
れていることを特徴とする請求項１に記載の二次電池。
【請求項１５】
　正極リードおよび負極リードには、それぞれリードフィルムが付着しており、前記リー
ドフィルムは、シーリング部に介在していることを特徴とする請求項１に記載の二次電池
。
【請求項１６】
　前記電池ケースは、樹脂層および金属層を含むラミネートシートからなることを特徴と
する請求項１に記載の二次電池。
【請求項１７】
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　請求項１に記載の二次電池を単位電池として１つ以上含んでいることを特徴とする電池
パック。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の電池パックを電源として含んでいるデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１５年１２月１４日付の韓国特許出願第１０－２０１５－０１７７８６
１号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されたすべての内容
は本明細書の一部として含まれる。
【０００２】
　本発明は、電極アセンブリおよびこれを含む二次電池に関し、より詳しくは、電極板の
一辺から外向き延長されている電極タブを含み、前記電極タブの両側下端から電極タブの
延長方向の反対方向に導入された湾入部が形成されている電極アセンブリに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル機器に対する需要が増加し、化石燃料の代替エネルギー源としての二次電池の
需要が急激に増加しており、このような二次電池の中でも、リチウム二次電池は高いエネ
ルギー密度と放電電圧を有していて、これに対する多くの研究が行われており、また、商
用化されて幅広く用いられている。
【０００４】
　一般に、リチウム二次電池は、正極、負極、および前記正極と負極との間に介在する分
離膜から構成された電極アセンブリを積層したり巻取った状態で、金属缶またはラミネー
トシートの電池ケースに内蔵した後、電解液を注入したり含浸させるものから構成されて
いる。
【０００５】
　最近は、電池の高容量化によってケースの大面積化および薄い素材への加工が多くの関
心を集めており、これにより、スタック型またはスタック／フォールディング型電極アセ
ンブリをアルミニウムラミネートシートのパウチ型電池ケースに内蔵した構造のパウチ型
電池が、低い製造費、小さい重量、容易な形態変形などを理由に、使用量が次第に増加し
ている。
【０００６】
　図１には、従来の代表的なパウチ型二次電池の一般的な構造が分解斜視図として模式的
に示されている。
【０００７】
　図１を参照すれば、パウチ型二次電池１０は、電池ケース２０と、電解液に含浸された
状態で電池ケースの収納部に収容される電極アセンブリ３０とから構成されている。
電極アセンブリ３０は、分離膜が介在した状態で、電極板３０ａのような正極板、負極板
が順次に積層されている発電素子であって、スタック型、スタック／フォールディング型
、またはラミネーション／スタック型構造からなる。電極タブ３３、３４は、電極アセン
ブリ３０の各電極板から延びており、電極リード３５、３６は、各極板から延びた複数の
電極タブ３３、３４と、例えば、溶接によってそれぞれ電気的に連結されており、電池ケ
ース２０の外部に一部が露出している。また、電極リード３５、３６の上下面の一部には
、電池ケース２０との密封度を高め、同時に電気的絶縁状態を確保するためのリードフィ
ルム３７、３８が付着している。
【０００８】
　一方、電極アセンブリ３０をなしている電極板は、一般に、金属集電体に電極活物質が
含まれている電極合剤を塗布した後、剛性および密度を高めるために、乾燥および圧延を
行って製造される。
【０００９】
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　図２には、図１の電極アセンブリを構成する電極板３０ａの平面図が模式的に示されて
いる。
【００１０】
　電極板３０ａは、電極本体３１と、一辺から延びた電極タブ３３とを含み、電極本体３
１には、上端部を除いて電極活物質を含む電極合剤が塗布されている。
【００１１】
　電極タブ３３は、電極リード３５と溶接などによって連結され、これらの連結空間を確
保するために、電極板は、電極合剤が塗布されていない無地部を含むようになるが、集電
体の露出している無地部は薄い金属箔で、物理的衝撃に弱く、特に電極合剤の熱間圧延時
に破断および損傷が起こることがある。
【００１２】
　また、前記無地部の面積が増加するほど、相対的に電極板が収容する活物質の量が減少
するので、容量対比体積が増加する問題点があった。
したがって、このような問題点を一挙に解決できる技術に対する必要性が高い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記の従来技術の問題点と過去から要請されてきた技術的課題を解決するこ
とを目的とする。
【００１４】
　具体的には、本発明の目的は、電極タブが延びる両側下端に湾入部を形成して、電極タ
ブと電極リードとの結合空間を確保すると同時に、無地部の面積を減少させることによっ
て、圧延工程の安定性および容易性が向上した電極アセンブリを提供することである。
【００１５】
　本発明の目的はまた、前記電極アセンブリを含み、体積対比容量が増加した二次電池を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の目的を達成するための、本発明による電極アセンブリは、２以上の電極板と、前
記電極板の間に介在する分離膜とを含む電極アセンブリであって、
前記電極板は、電極活物質を含む電極合剤が集電体の一面または両面に塗布されている電
極本体と、前記電極本体の一辺から外向き延長されており、集電体に電極合剤が塗布され
ていない１つ以上の電極タブとを含んでおり；
前記電極タブが外向き延長されている電極本体の一辺には、電極タブの両側下端から、電
極タブの外向き延長方向の反対方向に導入された湾入部がそれぞれ形成されており；
前記電極板の電極タブは、電極リードに結合されていることを特徴とする。
【００１７】
　つまり、本発明による電極アセンブリは、電極タブの両側下端に、電極タブの外向き延
長方向の反対方向に導入された湾入部が形成されている電極板を含み、溶接に必要な無地
部を減少させるので、工程性が向上し、体積対比容量が増加した二次電池を提供する。
【００１８】
　スタック型電極アセンブリにおいて、電極板と分離膜とが交差積層されている積層体は
、電極本体から外向き延長されている電極タブに連結される電極リードと厚さに差がある
。
例えば、分離膜と電極板との積層体は１０ｍｍの厚さを有しており、電極リードは０．２
ｍｍの厚さを有している場合、電極リードと同一平面上に位置した電極タブは折曲げられ
る必要がないが、これらから遠くなるほど、厚さの差によって電極タブの折曲角度が増加
し、高い応力が作用する。
【００１９】
　したがって、電極タブは、所定の長さを確保しなければならず、電極リードから遠方に



(5) JP 6622911 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

位置した電極板であるほど、長さの長い電極タブを必要とする。
【００２０】
　電極タブには電極合剤が塗布されておらず、上記のような理由から、従来の電極板は、
電極タブを含む所定範囲の無地部を確保しなければならなかった。
【００２１】
　そこで、本発明による電極アセンブリは、電極タブの両側下端に湾入部を導入して、電
極タブを含む無地部の面積を減少させているので、集電体の折曲角度および応力を緩和す
ると同時に、圧延時にも破断せず、工程性が向上するという利点を有する。
【００２２】
　具体的には、前記電極板は、正極板および負極板からなり、負極板の面積は、正極板の
面積より相対的に大きい構造からなっていてもよい。
この時、前記負極板に形成されている湾入部の面積は、正極板に形成されている湾入部の
面積より相対的に大きいことが好ましい。
【００２３】
　前記正極板に形成されている湾入部と負極板に形成されている湾入部は、互いに対応す
る形状を有していて、正極タブと負極タブを横切る中心線を基準に対称構造を有していて
もよい。
【００２４】
　具体的には、一方向に正極タブおよび負極タブが形成されている場合であって、相対的
に小さい正極板より大きい負極板が、電極本体の電極タブが形成されている一辺方向に突
出している場合、互いに対応する形状を有するためには、負極タブの湾入部の面積が正極
タブの湾入部の面積より広くなければならない。
【００２５】
　このような湾入部は、それぞれ平面上に多角形、半円形、半楕円形、または少なくとも
１つの変異曲線をなす多角形のいずれか１つであってもよい。
【００２６】
　具体的には、前記湾入部の外周辺は、それぞれ平面上半円形の曲線部と、前記曲線部の
半円から延びた１つまたは２つの直線部とからなっていてもよい。
【００２７】
　前記直線部は、実質的に既存の電極板の形態において外向きに突出している電極タブと
同一の役割を果たす。直線部の長さが長いほど、応力を緩和するための部位が増加し、し
たがって、電極リードから遠い電極板であるほど、湾入部の直線部が増加する構造からな
っていてもよい。
【００２８】
　前記曲線部は、応力を最小化すると同時に、電極板が破断しないようにする。湾入部の
外周辺が曲線部を含まず、単純に直線のみからなる場合、弱点が形成され得て、好ましく
ない。
【００２９】
　この時、前記曲線部の半径は、１ｍｍ～６ｍｍの範囲であってもよく、詳しくは、２ｍ
ｍ～４ｍｍの範囲であってもよい。
【００３０】
　前記範囲を外れて、曲線部の半径が６ｍｍを超える場合には、直径１２ｍｍで、湾入部
の幅が過度に大きくなり得るので、好ましくなく、１ｍｍ未満の場合には、曲線部を形成
しにくい問題点があり、好ましくない。
【００３１】
　一方、前記曲線部の形態は、頂点を有しないものであれば特に制限されず、すべての地
点での曲率が必ずしも半径と同一である必要はない。
【００３２】
　前記直線部の長さは、それぞれ０ｍｍ～５ｍｍの範囲以内であってもよく、詳しくは、
１ｍｍ～３ｍｍの範囲であってもよい。
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【００３３】
　先に説明したように、直線部の長さが長いほど、応力を緩和するための部位が増加し、
実質的に電極タブの長さが増加するのと同一の効果を有する。
したがって、電極アセンブリは、電極リードから遠い電極板であるほど、湾入部の直線部
が漸進的に増加する構造からなっていてもよい。ただし、この際にも、直線部の長さは前
記範囲を満足することが好ましく、前記範囲を外れて、直線部の長さが長すぎる場合には
、電極合剤層に破断が起こることがあり、特に、電極板の長さの５０％を超える場合、電
極板が分離され得て、好ましくない。
【００３４】
　前記直線部は必ずしも含まれる必要はなく、この時、直線部の長さは０ｍｍであり、湾
入部は、半円形または半楕円形の形態を有する。
【００３５】
　このように多様な大きさおよび形態の前記湾入部は、それぞれ１０．０ｍｍ２～４０．
０ｍｍ２の範囲以内の面積を有していてもよいし、詳しくは、１５．０ｍｍ２～３０．０
ｍｍ２の範囲以内の面積を有していてもよいが、二次電池の用途および形状に応じて多様
に適用可能であり、特に制限されるわけではない。
【００３６】
　前記湾入部は、電極タブを基準にそれぞれ相互対称または非対称形状をなしており、具
体的には、相互対称形状をなしていてもよい。
【００３７】
　このような湾入部は、電極板を打抜いて形成することができ、このような打抜工程は、
集電体を用意する過程で行われてもよいが、電極合剤を塗布し、圧延および乾燥工程の後
に行われることが好ましい。
【００３８】
　一方、前記電極タブの長さは、２．０ｍｍ～１０．０ｍｍの範囲以内であってもよく、
詳しくは、３．０ｍｍ～８．０ｍｍの範囲であってもよい。
【００３９】
　一般的な電極タブと電極リードとの連結過程は、溶接、具体的には超音波溶接により行
われるが、溶接ホーンが接触し、結合力を維持できるように、最小２．０ｍｍの幅を有し
ていなければならない。つまり、電極タブの長さが２．０ｍｍ未満の場合、電極リードと
の結合が難しいので、好ましくない。
【００４０】
　また、電極タブの端部では溶接を行いにくいので、電極タブは、１．０ｍｍ程度の余裕
空間をおいて、詳しくは、３．０ｍｍ以上であることが好ましい。
【００４１】
　先に説明したように、電極タブには電極合剤が塗布されていない無地部に相当し、本発
明による電極アセンブリにおいて、無地部は、電極合剤層にクラックが発生せず、溶接な
どの過程で破断が起こらない範囲で決定可能である。
【００４２】
　したがって、電極タブを含む無地部は、必ずしも電極本体の一辺を基準としたり、湾入
部の最内側を基準とする必要はなく、溶接の適合性、安定性などを考慮して決定可能であ
る。
一方、電極板積層体に介在している分離膜の面積は、正極板と負極板の絶縁性を担保でき
るように、これら電極板の面積より大きい構造からなっていてもよい。
【００４３】
　具体的には、分離膜の面積は、湾入部と電極本体の面積を合わせた面積より相対的に広
い面積を有することができ、電極板－分離膜積層体を収容する収納部は、一般に、分離膜
対比縦横０．５ｍｍ程度大きい面積で作製される。
【００４４】
　前記電極アセンブリは、スタック型、またはスタック／フォールディング型、またはラ
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ミネーション／スタック型の電極アセンブリであってもよい。
【００４５】
　つまり、本発明で導入している湾入部は、外側に延びている電極タブ群を集合して電極
リードに連結して、応力が作用し得る構造であれば特に制限されるわけではないが、電極
アセンブリの積層型構造に好ましく使用できる。
【００４６】
　前記スタック型電極アセンブリは、所定単位に切り取った複数の正極と負極板を分離膜
の介在した状態で順次に積層した構造を有し、スタック／フォールディング型電極アセン
ブリは、所定単位の正極と負極を分離膜の介在した状態で積層した単位セルを分離フィル
ム上に位置させた状態で順次に巻取った構造を有し、ラミネーション／スタック型電極ア
センブリは、ラミネーションされている電極板－分離膜単位体を順次に積層した構造を有
する。
【００４７】
　本発明はまた、前記電極アセンブリが電解液の含浸された状態で電池ケースに内蔵され
ており、正極リードおよび負極リードの一側端部部位が電池ケースの外部に突出している
ことを特徴とする二次電池を提供する。
【００４８】
　正極タブと正極リードとの結合部位および負極タブと負極リードとの結合部位には、そ
れぞれ溶接部が形成されていてよい。
【００４９】
　つまり、電極タブと電極リードとの連結方法は特に制限されるわけではないが、溶接に
よって行われ、このような溶接部は、先に説明したように、約２．０ｍｍ～５．０ｍｍ程
度に離隔した面積を必要とする。
【００５０】
　一方、電池ケースは、電極アセンブリを収納する凹状の収納部と、前記収納部の外周面
に形成されて電池ケースの密封性を担保するシーリング部とを含んでおり、前記シーリン
グ部は、電極タブと電極リードとの溶接部の上端部に位置する構造であってもよい。
また、前記収納部の一辺は、電極タブと電極リードとの溶接部の下端部に位置する構造で
あってもよい。
つまり、本発明による二次電池は、電池ケースにおけるシーリング部と収納部との離隔距
離を溶接部とほぼ一致するように構成して、電池ケースにおける電極タブおよび電極リー
ドの介在する、いわゆるテラス部の長さを減少させることができる。
【００５１】
　本発明による二次電池の前記正極リードおよび負極リードは、それぞれ１つの正極板お
よび負極板と同一平面上に位置しており、
【００５２】
　正極リードおよび負極リードと同一平面上に位置した正極板および負極板から遠くなる
ほど、両側湾入部の最内側を連結した仮想線の部位は、漸進的に増加する角度に折曲げら
れている構造を有することができる。
【００５３】
　従来、電極アセンブリに含まれている電極板は、電極本体と電極タブとの接する部位で
折曲げられて、応力を緩和したが、本発明による電極アセンブリは、折曲部位を電極本体
の内側に移動させて不必要な面積を減少させる。
【００５４】
　また、電極タブが電極リードで直接集合される場合、上述のように、電極板の位置が電
極リードから遠くなるほど、応力が大きく作用して、折曲角度が漸進的に増加する。図１
のように、電極リードと連結される前に集合地点が別途に形成されている場合には、集合
地点から遠くなるほど、前記仮想線の折曲角度が漸進的に増加する。
【００５５】
　一方、前記電池ケースは、樹脂層および金属層を含むラミネートシートからなっていて
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もよい。つまり、特に制限されるわけではないが、本発明による二次電池は、パウチ型電
池に好ましく適用可能である。
【００５６】
　本発明はまた、前記二次電池を単位電池として１つ以上含んでいることを特徴とする電
池パックおよび前記電池パックを電源として含んでいるデバイスを提供する。
前記電池パックは、小型デバイスの電源として用いられる電池セルに使用できるだけでな
く、中大型デバイスの電源として用いられる複数の電池セルを含む中大型電池モジュール
に単位電池としても好ましく使用できる。
【００５７】
　つまり、本発明による電池パックは、ノートパソコン、スマートフォン、ウェアラブル
電子機器などの小型デバイスだけでなく、電池的モータによって動力を受けて動くパワー
ツール(power tool）、電気自転車（E-bike）、電気スクーター（E-scooter）を含む電気
二輪車、電気ゴルフカート（electric golf cart）、電力貯蔵装置（Energy Storage Sys
tem）などの大型デバイスなどにも適用可能であるが、これらに限定されるものではない
。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】従来の一般的なパウチ型二次電池の一般的な構造を模式的に示す分解斜視図であ
る。
【図２】図１のパウチ型二次電池の一部として、電極板３０ａの構造を模式的に示す平面
図である。
【図３】本発明の一実施例による電極アセンブリの一部として、電極板の構造を模式的に
示す平面図である。
【図４】図２の電極タブ部分と、図３の電極タブ部分を模式的に示す拡大平面図である。
【図５】図４の湾入部３１１の構造を模式的に示す拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下、本発明の実施例による図面を参照して説明するが、これは本発明のより容易な理
解のためのものであって、本発明の範疇がそれによって限定されるものではない。
【００６０】
　図３には、本発明の一実施例による電極アセンブリの一部として、電極板の構造を示す
平面図が模式的に示されている。
【００６１】
　図３を参照すれば、電極板３００は、長方形電極本体３１０と、電極タブ３３０とを含
む構造からなる。
【００６２】
　集電体に電極合剤が塗布されている長方形電極本体３１０には、電極本体の一辺から外
向き延長されており、集電体に電極合剤が塗布されていない電極タブ３３０が連結されて
いる。
【００６３】
　電極タブ３３０の下端両側には、半円形湾入部３１１、３１３が形成されている。電極
合剤が塗布されている維持部は、電極本体３１０における湾入部３１１、３１３の最内側
を連結した仮想線から電極タブ３３０を除いた電極板の全面に相当する。
【００６４】
　電極タブ３３０は、溶接部を介して電極リード３５０に連結されており、他の電極板の
電極タブと溶接される電極リード３５０は、この後、電池ケースのシーリング部の間に介
在して、その一部が露出することから、密封性および絶縁性を向上させることができるよ
うにリードフィルム３７０が付着している。
【００６５】
　従来の図２の電極板３０ａと、本発明による図３の電極板３００とを比較すれば、電極
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板３００が、電極板３０ａより電極板の全体面積対比維持部の面積が増加したことを確認
できる。
【００６６】
　一具体例において、幅が９０ｍｍ、長さが２６０ｍｍのパウチ型電池セル（二次電池）
の場合、従来の電池セルと比較して、本発明による電池セルの容量が２．５％以上増加す
ることを確認し、湾入部３１１、３１３の大きさが小さいほど、容量増加の効果はさらに
増加することを確認できた。
【００６７】
　そこで、図２における二点鎖線で表されている電極タブ部分と、図３における二点鎖線
で表されている電極タブ部分を拡大して示した図４を参照して、これらの構造をより詳し
く説明する。
【００６８】
　図４を参照すれば、左側には本発明による電極アセンブリの電極板、つまり、図３に示
されている電極板３００の拡大図が示されており、右側には従来の一般的な電極アセンブ
リの電極板、つまり、図２に示されている電極板３０ａの拡大図が示されている。
【００６９】
　電極板３００の電極タブの下端には湾入部３１１、３１３が形成されており、湾入部３
１１と湾入部３１３とを結ぶ仮想線Ｌまで電極合剤が塗布されていて、上端に電極合剤が
塗布されていない従来の電極板３０ａより維持部の面積が広い。
【００７０】
　電極板３００の電極タブ３３０は、仮想線Ｌで折曲げられて応力を緩和させ、電極板３
０ａの電極タブ３３は、仮想線ｌで折曲げられて応力を緩和させることから、本発明によ
る電極アセンブリは、タブの折曲部位が相対的に電極本体の内側に位置する。
【００７１】
　折曲げられた各電極タブ３３、３３０は、溶接部３３’、３３０’で電極リードとそれ
ぞれ溶接されて電気的に連結されるが、この時、電極板３００に含まれている溶接部３３
０’は、電極板３０ａに含まれている溶接部３３’より下側に位置する。
【００７２】
　一方、図４で電池ケースの収納部の外周辺は破線（－－－）で表されており、シーリン
グ部は斜線（／／／／）で表されている。溶接部３３０’の上端部は、破線で表されてい
るシーリング部の下端に接しており、溶接部３３０’の下端部は、破線で表されている収
納部の上辺と接している。
【００７３】
　反面、溶接部３３’の上端部は、斜線で表されているシーリング部の下端と接している
が、溶接部３３’の下端部は、破線で表されている収納部から所定距離離隔している。
【００７４】
　これによって、電極板３００を用いる二次電池の電池ケースにおいて、テラス部の高さ
Ｔは、電極板３０ａを用いる二次電池のテラス部の高さｔより小さい長さを有する。
【００７５】
　溶接部は、少なくとも２．０ｍｍ～５．０ｍｍの高さを有していることが好ましく、一
具体例において、従来のテラス部の高さｔからシーリング部（／／／／）の高さを引いた
長さは９．５ｍｍであるが、本発明におけるテラス部の高さＴからシーリング部（／／／
／）の高さを引いた長さは４．５ｍｍ程度と縮小させることができる。
【００７６】
　この場合、電池セルの幅が９０ｍｍ、長さが２６０ｍｍのパウチ型電池セル（二次電池
）は、相対的に収納部の体積が増加して、全体的に２．５％程度容量が増加する。
【００７７】
　このように、無地部の減少による容量増加の効果は湾入部の大きさが小さいほどさらに
増大可能であり、一具体例において、湾入部の外周辺は、平面上半円形の曲線部と、前記
半円から延びた２つの直線部とからなってもよい。
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　図５は、図４の湾入部３１１の構造を模式的に示す拡大平面図が示されていることから
、これを参照して、湾入部の形態および大きさをより詳しく説明する。
【００７９】
　図５を参照すれば、湾入部３１１の外周辺は、２つの直線部Ｓと曲線部Ｒとからなり、
前記直線部の長さｓ１、ｓ２は、０ｍｍ～５ｍｍであることが好ましい。
【００８０】
　曲線部Ｒは、半円形に１ｍｍ～６ｍｍの範囲以内の半径ｒを有することができる。
以上、本発明による実施例を参照して発明の内容を詳述したが、本発明の属する分野にお
ける通常の知識を有する者であれば、上記の内容に基づいて本発明の範疇内で多様な応用
および変形を行うことが可能であろう。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　以上説明したように、本発明による電極アセンブリは、電極タブの両側下端から電極タ
ブの外向き延長方向の反対方向に導入された湾入部を形成して、無地部の面積を減少させ
るので、圧延時に集電体の破断を防止し、容量を増加させる効果がある。
また、前記湾入部は、電極タブの折曲部位を電極本体の内側に移動させ、収納部とシーリ
ング部との離隔距離を減少させることによって、テラス部の長さを減少させるので、コン
パクトな構造の二次電池を提供する効果がある。
【符号の説明】
【００８２】
１０　パウチ型二次電池
１２　直径
２０　電池ケース
３０　電極アセンブリ
３１　電極本体
３３　電極タブ
３３’　溶接部
３４　電極タブ
３５　電極リード
３６　電極リード
３７　リードフィルム
３８　リードフィルム
３００　電極板
３１０　電極本体
３１１　湾入部
３１３　湾入部
３３０　電極タブ
３３０’　溶接部
３５０　電極リード
３７０　リードフィルム
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